
30

日
本
国
際
政
治
学
会
編
『
国
際
政
治
』
第
179
号
「
科
学
技
術
と
現
代
国
際
関
係
」（
二
○
一
五
年
二
月
）

技
術
貿
易
を
め
ぐ
る
国
内
政
治
プ
ロ
セ
ス

―
米
国
の
対
中
商
用
人
工
衛
星
の
輸
出
規
制
に
内
在
す
る
安
全
保
障
と
経
済

―

髙　

木　
　
　

綾

は 

じ 

め 

に

大
国
の
栄
枯
盛
衰
の
一
翼
を
担
っ
て
き
た
の
が
、
科
学
・
技
術
で
あ
る
。

歴
史
上
、
そ
の
時
代
に
お
い
て
最
も
繁
栄
し
た
社
会
か
ら
の
技
術
拡
散
は
、

国
際
シ
ス
テ
ム
に
お
け
る
パ
ワ
ー
の
再
配
分
を
引
き
起
こ
す
重
要
な
要
素
で

あ
っ
）
1
（
た
。
長
き
に
わ
た
り
大
国
は
、
軍
事
及
び
経
済
の
双
方
に
お
い
て
パ
ワ
ー

の
源
泉
と
な
る
技
術
が
敵
国
や
経
済
的
競
争
相
手
に
拡
散
す
る
こ
と
を
妨
げ
よ

う
と
試
み
て
き
た
が
、
せ
い
ぜ
い
そ
れ
を
遅
ら
せ
る
こ
と
が
出
来
る
程
度
で
、

こ
と
ご
と
く
失
敗
し
て
き
）
2
（
た
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
大
国
は
、
自
ら

の
地
位
を
不
変
の
も
の
に
し
よ
う
と
し
て
、
技
術
の
独
占
を
目
論
ん
で
き
た
の

で
あ
）
3
（
る
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
よ
う
な
論
理
と
は
異
な
る
大
国
の
行
動
が
観
察
さ

れ
た
。
一
九
九
〇
年
代
を
通
し
て
、
米
国
が
中
国
に
両
用
技
術
で
あ
る
商
用
人

工
衛
星
を
輸
出
し
た
事
例
で
あ
る
。

両
用
技
術
と
は
、
軍
需
に
も
民
需
に
も
利
用
可
能
な
技
術
の
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
商
用
人
工
衛
星
は
、
そ
の
輸
出
に
際
し
て
弾
道
ミ
サ
イ
ル
打
ち
上
げ
技
術

の
供
与
を
も
伴
う
恐
れ
が
あ
り
、
安
全
保
障
上
の
考
慮
を
優
先
す
れ
ば
、
輸
出

を
控
え
る
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
が
働
く
が
、
他
方
で
経
済
的
考
慮
か
ら
は
、
輸
出

に
よ
る
経
済
利
益
が
望
ま
れ
る
と
こ
ろ
に
特
徴
が
あ
る
。
結
論
を
先
取
り
す
れ

ば
、
米
国
は
一
九
九
八
年
ま
で
は
、
中
国
に
対
し
て
商
用
人
工
衛
星
を
輸
出
し

た
が
、
九
九
年
を
境
に
、
輸
出
を
規
制
し
た
。
そ
れ
で
は
、
な
ぜ
安
全
保
障
上

の
損
失
を
承
知
の
上
で
輸
出
が
行
わ
れ
た
の
か
。
ま
た
、
な
ぜ
そ
の
優
先
順
位

が
変
化
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
本
稿
は
こ
の
問
い
に
取
り
組
み
、
商
用
人
工
衛

星
に
固
有
の
技
術
が
国
内
及
び
国
際
政
治
に
も
た
ら
す
影
響
を
、
安
全
保
障
と

経
済
の
優
先
順
位
の
観
点
か
ら
素
描
す
る
も
の
で
あ
る
。

一　

両
用
技
術
と
し
て
の
人
工
衛
星

ま
ず
、
両
用
技
術
と
し
て
の
人
工
衛
星
の
孕
む
技
術
的
特
徴
及
び
そ
の
問
題

に
つ
い
て
、
こ
こ
で
確
認
し
て
お
き
た
い
。
商
用
人
工
衛
星
と
軍
用
人
工
衛
星
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と
の
違
い
を
挙
げ
れ
ば
、
前
者
が
、
音
声
、
デ
ー
タ
、
ビ
デ
オ
な
ど
の
さ
ま
ざ

ま
な
媒
体
を
通
じ
て
民
間
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
機
能
を
促
進
す
る
こ
と
を

目
的
と
し
て
い
る
の
に
対
し
、
後
者
は
、
国
家
安
全
保
障
に
関
す
る
情
報
の
み

を
伝
達
す
る
こ
と
、
リ
ア
ル
・
タ
イ
ム
で
戦
場
の
デ
ー
タ
を
提
供
す
る
こ
と
、

及
び
特
定
の
軍
事
的
要
求
に
即
し
た
情
報
を
伝
達
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い

る
と
こ
ろ
に
あ
る
。
し
か
し
目
的
の
違
い
こ
そ
あ
れ
、
商
用
人
工
衛
星
は
、
ど

れ
も
軍
事
的
に
重
要
な
九
つ
の
性
質
の
う
ち
一
つ
以
上
を
有
し
て
い
）
4
（
る
。
米
国

防
総
省
や
国
務
省
は
、
こ
れ
ら
の
技
術
デ
ー
タ
が
公
開
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て

他
国
の
ミ
サ
イ
ル
能
力
の
向
上
を
招
く
恐
れ
が
あ
る
と
し
て
、
商
用
人
工
衛
星

の
海
外
で
の
打
ち
上
げ
に
際
し
、
技
術
に
セ
ー
フ
ガ
ー
ド
を
備
え
る
こ
と
を
条

件
と
し
た
。
し
か
し
、
他
国
と
の
衛
星
打
ち
上
げ
の
た
め
の
議
論
を
通
じ
て
、

必
要
以
上
の
情
報
を
提
供
し
て
し
ま
う
恐
れ
も
あ
る
。
特
に
国
防
総
省
や
国
務

省
が
憂
慮
し
て
い
る
の
は
、
衛
星
と
打
ち
上
げ
ロ
ケ
ッ
ト
と
を
接
続
す
る
技
術

が
、
弾
道
ミ
サ
イ
ル
の
打
ち
上
げ
に
も
適
用
可
能
で
あ
る
と
い
う
点
、
ま
た
衛

星
を
軌
道
に
乗
せ
る
技
術
を
そ
の
ま
ま
弾
道
ミ
サ
イ
ル
に
利
用
で
き
る
点
に

あ
）
5
（
る
。

そ
れ
ゆ
え
輸
出
相
手
が
中
国
の
場
合
は
、
米
国
に
と
っ
て
特
別
な
意
味
合
い

を
持
つ
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
は
、
中
国
が
一
九
九
〇
年
代
を
通
じ
て
軍
民
両
用

技
術
の
強
化
に
あ
た
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
江
沢
民
国
家
主
席
は
九
一
年

六
月
、「
戦
時
に
も
平
時
に
も
適
用
で
き
る
軍
民
両
用
の
テ
レ
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
シ
ス
テ
ム
の
構
築
」
の
必
要
性
を
説
い
）
6
（
た
。
特
に
九
六
年
の
「
第
九
次

五
カ
年
計
画
と
二
〇
一
〇
年
長
期
目
標
要
綱
」
を
受
け
た
九
七
年
の
「
軍
民
転

換
九
五
計
画
要
綱
」
で
は
、
国
防
工
業
の
主
力
民
生
用
品
の
一
つ
に
衛
星
運
搬

ロ
ケ
ッ
ト
が
挙
げ
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
重
要
性
が
指
摘
さ
れ
て
い
）
7
（
た
。
九
〇
年

代
に
入
り
、
人
工
衛
星
の
打
ち
上
げ
ビ
ジ
ネ
ス
を
始
め
た
中
国
は
、
諸
外
国
の

衛
星
打
ち
上
げ
を
代
行
し
て
お
り
、
打
ち
上
げ
を
繰
り
返
す
こ
と
に
よ
っ
て
、

ミ
サ
イ
ル･

ロ
ケ
ッ
ト
な
ど
の
運
搬
手
段
の
開
発
に
余
念
が
な
か
っ
）
8
（
た
。
こ
れ

と
同
時
に
、
自
国
の
衛
星
打
ち
上
げ
も
熱
心
に
行
っ
て
い
た
が
、
表
向
き
に
は

民
間
通
信
用
と
謳
わ
れ
た
打
ち
上
げ
に
は
、
軍
事
利
用
の
目
的
ま
で
含
ま
れ
て

い
る
と
さ
れ
て
い
）
9
（
た
。
な
お
、
中
国
の
人
工
衛
星
は
、
基
本
的
に
は
ミ
サ
イ
ル

を
転
用
し
た
も
の
で
あ
）
10
（
る
。
ま
た
打
ち
上
げ
ロ
ケ
ッ
ト
の
長
征
（
Ｌ
Ｍ
）
は
、

大
陸
弾
道
ミ
サ
イ
ル
の
東
風
（
Ｄ
Ｆ
）
と
相
互
に
関
連
し
て
い
）
11
（
る
。

人
工
衛
星
を
打
ち
上
げ
る
技
術
が
そ
の
ま
ま
中
国
の
軍
事
能
力
に
転
換
さ
れ

る
か
否
か
に
つ
い
て
は
議
論
の
余
地
が
あ
る
が
、
中
国
側
で
は
、
移
ろ
い
や
す

い
荷
重
を
守
る
能
力
、
ロ
ケ
ッ
ト
の
高
さ
を
制
御
す
る
能
力
、
キ
ッ
ク
モ
ー

タ
ー
を
使
っ
て
衛
星
を
宇
宙
の
あ
る
特
定
の
位
置
に
動
か
す
能
力
、
単
一
の
打

ち
上
げ
か
ら
複
数
の
衛
星
を
分
配
す
る
能
力
に
向
上
が
見
ら
れ
、
知
識
を
蓄
積

し
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
と
言
わ
れ
）
12
（
る
。

一
般
的
に
、
人
工
衛
星
の
輸
出
が
問
題
に
な
る
と
い
う
と
き
、
二
通
り
の
技

術
漏
洩
の
懸
念
が
挙
げ
ら
れ
る
。
第
一
は
、
衛
星
そ
の
も
の
の
輸
出
に
よ
る
も

の
で
あ
る
。
輸
出
さ
れ
た
人
工
衛
星
が
解
体
さ
れ
、
そ
の
内
部
の
技
術
が
明
ら

か
に
な
る
こ
と
へ
の
懸
念
が
あ
る
と
き
、
輸
出
が
安
全
保
障
上
の
問
題
と
な

る
。
米
中
間
の
場
合
は
、
衛
星
を
輸
出
す
る
際
に
重
要
な
技
術
を
ブ
ラ
ッ
ク
・

ボ
ッ
ク
ス
化
す
る
と
い
う
取
り
決
め
が
あ
っ
た
た
め
、
衛
星
自
体
の
輸
出
は
さ

ほ
ど
問
題
と
は
な
ら
な
か
っ
た
。
む
し
ろ
重
要
と
な
る
の
は
、
第
二
の
懸
念
、

す
な
わ
ち
中
国
の
打
ち
上
げ
ロ
ケ
ッ
ト
を
用
い
て
衛
星
を
打
ち
上
げ
る
こ
と
で
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あ
る
。
米
国
ま
た
は
他
国
が
、
米
国
製
の
衛
星
を
購
入
し
、
中
国
の
打
ち
上
げ

サ
ー
ビ
ス
を
利
用
す
る
と
い
う
場
合
が
こ
れ
に
あ
た
る
。
そ
の
理
由
は
、
前
述

の
よ
う
な
ロ
ケ
ッ
ト
と
衛
星
と
を
連
結
さ
せ
る
技
術
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
機
密

情
報
が
漏
洩
す
る
恐
れ
を
伴
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

二　

事
例
分
析

(1)　

技
術
貿
易
が
安
全
保
障
に
も
た
ら
す
含
意

こ
こ
で
は
、
技
術
貿
易
を
理
解
す
る
た
め
の
枠
組
み
を
提
示
す
る
。
ま
ず
、

貿
易
品
目
を
そ
れ
ぞ
れ
が
も
つ
安
全
保
障
へ
の
負
の
外
部
効
果
に
よ
っ
て
、
軍

事
技
術
（
品
）、
両
用
技
術
（
品
）、
民
生
技
術
（
品
）
の
三
つ
に
分
類
す
る
。

こ
の
順
に
、
安
全
保
障
（
軍
事
力
）
へ
の
転
換
効
果
が
高
く
、
ま
た
転
換
さ
れ

る
速
度
が
速
い
。
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
軍
事
技
術
は
輸
出
相
手
に
渡
っ
た
時

点
で
、
直
接
的
に
相
手
国
の
軍
事
力
を
増
強
す
る
が
、
民
生
技
術
は
相
手
の
軍

事
力
に
間
接
的
に
転
換
さ
れ
る
可
能
性
を
も
つ
た
め
、
そ
の
速
度
も
ゆ
る
や
か

な
も
の
で
あ
り
、
む
し
ろ
、
経
済
的
利
益
を
反
映
し
て
、
輸
出
が
促
進
さ
れ
る 

も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
に
対
し
て
、
両
用
技
術
は
両
者
の
中
間
に
位
置
し
て
い
る
。

次
に
、
貿
易
相
手
国
を
、
負
の
外
部
効
果
を
考
慮
す
る
程
度
に
従
っ
て
、
同

盟
国
、
非
同
盟
国
、
敵
性
国
の
三
つ
に
分
類
す
る
。
技
術
貿
易
に
関
し
て
言
え

ば
、
同
盟
国
に
は
軍
事
機
密
を
含
む
技
術
ま
で
も
が
輸
出
可
能
で
あ
る
一
方

で
、
敵
性
国
に
は
、
間
接
的
に
軍
事
転
用
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
れ
ば
、
民
生
技

術
で
さ
え
輸
出
は
避
け
ら
れ
る
。
非
同
盟
国
は
、
味
方
で
も
敵
で
も
な
い
相
手

で
あ
る
た
め
、
輸
出
を
許
可
す
る
範
囲
の
見
極
め
は
慎
重
に
な
る
。
こ
の
よ
う

に
、
技
術
の
貿
易
品
目
及
び
そ
の
輸
出
相
手
国
を
具
体
化
す
る
こ
と
で
、
両
者

の
関
係
を
よ
り
詳
細
に
理
解
す
る
こ
と
が
出
来
る
。
両
者
を
組
み
合
わ
せ
る

と
、
九
通
り
の
貿
易
パ
タ
ー
ン
が
描
き
出
さ
れ
）
13
（
る
。

第
一
は
同
盟
国
に
対
す
る
軍
事
技
術
の
輸
出
で
あ
る
。
輸
出
相
手
が
同
盟
国

で
あ
る
た
め
、
相
手
国
の
軍
事
力
に
直
接
的
に
資
す
る
軍
事
技
術
で
あ
っ
て

も
、
負
の
外
部
効
果
を
さ
ほ
ど
憂
慮
す
る
必
要
が
な
い
。
第
二
は
同
盟
国
に
対

す
る
両
用
技
術
の
輸
出
で
あ
る
。
こ
の
場
合
は
、
第
一
の
軍
事
技
術
の
輸
出
よ

り
も
負
の
外
部
効
果
を
憂
慮
す
る
必
要
が
な
い
た
め
、
よ
り
輸
出
が
促
進
さ
れ

よ
う
。
第
三
の
同
盟
国
に
対
す
る
民
生
技
術
の
輸
出
に
つ
い
て
は
、
さ
ら
に
経

済
的
利
益
を
見
込
ん
で
輸
出
が
奨
励
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

第
四
は
、
非
同
盟
国
に
対
す
る
軍
事
技
術
の
輸
出
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
同

盟
国
と
は
異
な
り
、
輸
出
が
か
な
り
慎
重
に
決
定
さ
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
相
手
の

軍
事
力
増
強
を
果
た
し
た
の
ち
、
そ
の
相
手
が
敵
性
国
と
な
る
可
能
性
を
完
全

に
排
除
で
き
な
い
た
め
で
あ
る
。
第
五
は
、
非
同
盟
国
に
対
す
る
両
用
技
術
の

輸
出
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
九
つ
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
中
で
も
最
も
原
則
的
な
予

測
が
不
可
能
な
状
況
で
あ
り
、
政
策
が
変
化
す
る
振
幅
が
大
き
い
と
予
想
さ
れ

る
。
そ
の
理
由
は
、
非
同
盟
国
で
あ
る
こ
と
を
考
慮
す
れ
ば
、
負
の
外
部
効
果

を
憂
慮
し
て
輸
出
を
控
え
る
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
が
働
く
が
、
経
済
的
利
益
を
得

る
こ
と
が
優
先
さ
れ
れ
ば
、
む
し
ろ
輸
出
が
望
ま
し
い
た
め
で
あ
る
。
第
六
は
、

非
同
盟
国
に
対
す
る
民
生
技
術
の
輸
出
で
あ
り
、
経
済
的
利
益
を
追
求
す
る
た

め
に
、
大
い
に
奨
励
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

第
七
、
第
八
、
第
九
は
、
敵
性
国
に
対
す
る
軍
事
技
術
、
両
用
技
術
、
民
生

技
術
の
輸
出
で
あ
る
が
、
い
ず
れ
も
禁
輸
す
る
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
が
働
く
こ
と

が
予
想
さ
れ
る
。
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前
述
の
通
り
、
こ
の
九
つ
の
状
況
の
中
で
、
最
も
予
測
可
能
性
が
低
い
の

が
、
両
用
技
術
を
非
同
盟
国
に
輸
出
す
る
ケ
ー
ス
で
あ
る
。
本
稿
で
扱
う
事
例

は
、
こ
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
分
類
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
次
項
で
は
、
こ
の
ケ
ー

ス
に
お
い
て
、
輸
出
あ
る
い
は
輸
出
規
制
を
決
定
す
る
要
因
は
い
か
な
る
も
の

か
、
す
な
わ
ち
、
安
全
保
障
と
経
済
の
選
好
形
成
が
ど
の
よ
う
に
行
わ
れ
る
の

か
を
、
国
内
の
政
治
プ
ロ
セ
ス
に
も
着
目
し
て
分
析
す
る
。

(2)　

商
用
人
工
衛
星
の
輸
出
政
策
決
定
の
国
内
政
治
プ
ロ
セ
ス

本
稿
は
、
次
の
よ
う
な
プ
ロ
セ
ス
に
よ
り
、
安
全
保
障
と
経
済
の
優
先
順
位

が
決
定
さ
れ
る
と
想
定
す
る
。
ま
ず
、「
①
相
手
国
と
の
関
係
」
が
重
要
と
な

る
。
前
述
の
と
お
り
、
相
手
国
が
同
盟
国
、
非
同
盟
国
、
敵
性
国
の
い
ず
れ
で

あ
る
か
に
よ
っ
て
、
負
の
外
部
効
果
の
意
味
が
大
き
く
異
な
る
か
ら
で
あ
る
。

特
に
問
題
と
な
る
の
は
、
非
同
盟
国
に
対
す
る
政
策
で
あ
る
が
、
相
手
国
の
行

動
が
自
国
に
と
っ
て
脅
威
で
な
い
と
き
、
国
家
全
体
の
経
済
状
況
を
考
慮
す
る

行
政
府
は
、
ひ
と
ま
ず
経
済
を
優
先
さ
せ
る
。

次
に
、「
②
利
害
関
係
者
か
ら
の
イ
ン
プ
ッ
ト
」
が
考
慮
さ
れ
る
。
こ
の
イ
ン

プ
ッ
ト
に
は
、
安
全
保
障
優
先
を
求
め
る
も
の
と
、
経
済
優
先
を
求
め
る
も
の

が
あ
る
と
想
定
さ
れ
る
。
利
害
関
係
者
は
、
圧
力
、
情
報
提
供
、
メ
デ
ィ
ア
に

よ
る
報
道
な
ど
を
通
じ
て
、
自
ら
の
選
好
を
国
家
の
選
好
形
成
プ
ロ
セ
ス
に
イ

ン
プ
ッ
ト
す
る
。
こ
の
と
き
、
①
の
段
階
で
選
択
さ
れ
た
経
済
優
先
政
策
に
対

す
る
異
議
申
し
立
て
を
行
う
利
害
関
係
者
が
い
て
、
そ
れ
に
応
じ
る
政
策
決
定

者
が
い
る
場
合
、
そ
の
政
策
は
安
全
保
障
優
先
政
策
に
と
っ
て
替
え
ら
れ
る
。

た
だ
し
、
②
の
利
害
関
係
者
か
ら
の
イ
ン
プ
ッ
ト
が
受
け
入
れ
ら
れ
る
か
否

か
の
判
断
に
は
、「
③
全
体
の
経
済
状
況
」
が
影
響
を
及
ぼ
す
。
国
家
の
経
済
状

況
が
悪
化
し
て
い
る
場
合
、
経
済
再
生
が
重
要
課
題
と
な
る
一
方
で
、
経
済
状

況
が
好
転
し
て
い
る
場
合
に
は
、
経
済
的
利
益
を
多
少
犠
牲
に
す
る
余
地
が
生

ま
れ
る
。
従
っ
て
、
全
体
の
経
済
状
況
が
好
況
の
と
き
に
は
、
②
の
段
階
に
お

け
る
、
安
全
保
障
優
先
を
求
め
る
利
害
関
係
者
か
ら
の
イ
ン
プ
ッ
ト
は
受
け
入

れ
ら
れ
る
が
、
不
況
の
と
き
に
は
受
け
入
れ
ら
れ
ず
、
逆
に
経
済
優
先
を
求
め

る
利
害
関
係
者
か
ら
の
イ
ン
プ
ッ
ト
が
受
け
入
れ
ら
れ
や
す
く
な
る
。

以
下
で
は
、
各
政
権
毎
に
時
期
を
区
分
し
て
、
商
用
人
工
衛
星
の
輸
出
及
び

輸
出
規
制
が
決
定
さ
れ
た
政
治
プ
ロ
セ
ス
を
概
観
す
る
。
便
宜
上
、
政
権
毎
に

時
期
区
分
を
行
う
が
、
実
際
に
は
こ
の
区
分
と
合
致
し
な
い
形
で
変
化
が
生
じ

て
い
る
。

ａ　

レ
ー
ガ
ン
政
権
（
一
九
八
八
―
一
九
八
九
年
）

米
中
間
で
衛
星
の
輸
出
が
始
ま
っ
た
の
は
、
比
較
的
最
近
の
こ
と
で
あ
る
。

レ
ー
ガ
ン
政
権
期
の
案
件
は
二
件
あ
る
。
ま
ず
一
件
目
は
、
一
九
八
八
年
、

レ
ー
ガ
ン
大
統
領
が
、
国
務
省
と
国
防
総
省
が
認
め
る
限
り
に
お
い
て
一
連
の

セ
ー
フ
ガ
ー
ド
を
含
む
打
ち
上
げ
を
許
可
し
、
こ
れ
を
受
け
て
同
年
一
二
月

一
七
日
に
米
中
両
国
が
「
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
政
府
及
び
中
華
人
民
共
和
国
政

府
の
間
の
衛
星
打
上
げ
の
責
任
に
関
す
る
合
意
覚
書
」
に
調
印
し
た
こ
と
で

あ
）
14
（
る
。
こ
の
合
意
に
よ
っ
て
、
米
国
は
中
国
に
衛
星
を
輸
出
し
て
中
国
の
ロ

ケ
ッ
ト
で
こ
れ
を
打
ち
上
げ
る
こ
と
が
可
能
に
な
っ
た
。
こ
の
背
景
に
は
米
国

の
宇
宙
開
発
政
策
が
深
く
関
連
し
、
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、

八
四
年
ま
で
は
米
国
製
衛
星
は
米
国
の
宇
宙
船
（
ス
ペ
ー
ス
・
シ
ャ
ト
ル
）
に

よ
っ
て
打
ち
上
げ
ら
れ
て
い
た
が
、
八
六
年
に
ス
ペ
ー
ス
・
シ
ャ
ト
ル
「
チ
ャ

レ
ン
ジ
ャ
ー
」
の
爆
発
事
故
が
起
こ
る
と
、
レ
ー
ガ
ン
大
統
領
は
急
遽
政
策
を



34

変
更
し
、
ス
ペ
ー
ス
・
シ
ャ
ト
ル
に
よ
る
商
用
衛
星
の
打
ち
上
げ
を
禁
止
し
た

の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
衛
星
業
者
は
早
速
シ
ャ
ト
ル
の
代
替
を
探
し
た
。

ボ
ー
イ
ン
グ
（B

oein
g

）
社
や
ロ
ッ
キ
ー
ド･

マ
ー
テ
ィ
ン
（L

ockh
eed 

M
artin

）
社
が
衛
星
打
ち
上
げ
業
を
始
め
、
新
興
産
業
な
が
ら
世
界
の
シ
ェ
ア

を
独
占
し
て
い
た
の
だ
が
、
打
ち
上
げ
台
が
国
内
供
給
だ
け
で
は
不
足
す
る
よ

う
に
な
っ
て
い
）
15
（
た
。
そ
れ
ゆ
え
衛
星
業
者
は
、
政
府
に
対
し
、
米
国
や
欧
州
よ

り
安
価
で
あ
る
中
国
の
長
征
ロ
ケ
ッ
ト
に
よ
る
打
ち
上
げ
を
許
可
す
る
よ
う
求

め
た
。
こ
の
よ
う
な
状
況
下
で
上
記
の
二
国
間
合
意
が
成
立
し
た
の
で
あ
る
。

も
う
一
件
は
、
連
邦
議
会
に
お
い
て
、
一
九
八
八
年
九
月
三
〇
日
に

「
一
九
八
九
年
対
外
援
助
法
」
の
修
正
案
に
よ
っ
て
中
国
へ
の
衛
星
輸
出
を
阻

止
し
よ
う
と
し
た
試
み
が
失
敗
し
た
事
例
で
あ
る
。
こ
の
修
正
案
を
提
出
し
た

の
は
、
上
院
外
交
委
員
長
の
ペ
ル
（C

laiborn
e P

ell
）
議
員
と
共
和
党
幹
部

の
ヘ
ル
ム
ズ
（Jesse H

elm
s

）
議
員
で
あ
る
。
こ
の
背
景
に
は
、
国
務
省
に

対
し
て
、
中
国
の
よ
う
な
中
東
に
武
器
輸
出
を
行
っ
て
い
る
国
の
ミ
サ
イ
ル
プ

ロ
グ
ラ
ム
を
、
衛
星
取
引
を
通
じ
て
支
援
し
て
い
る
こ
と
へ
の
強
い
不
満
が

あ
っ
）
16
（
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
政
府
高
官
や
下
院
の
主
要
な
リ
ー
ダ
ー
に
よ
る
ロ

ビ
ー
活
動
が
奏
功
し
、
結
局
こ
の
修
正
案
は
二
三
対
二
三
四
で
否
決
さ
れ
た
。

こ
の
二
つ
の
案
件
は
と
も
に
経
済
優
先
を
示
す
も
の
で
あ
る
。

こ
の
時
期
の
中
国
は
、
対
ソ
戦
略
に
お
け
る
チ
ャ
イ
ナ
・
カ
ー
ド
と
し
て
、

米
国
に
と
っ
て
重
要
な
存
在
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
非
同
盟
友
好
国
と
い
う
扱

い
で
、
多
少
の
対
立
点
は
看
過
さ
れ
）
17
（
た
。
一
九
八
七
年
に
中
国
に
よ
る
対
イ
ラ

ン
武
器
輸
出
が
発
覚
し
た
際
、
米
国
は
高
度
技
術
の
輸
出
自
由
化
の
凍
結
と
い

う
手
段
で
制
裁
を
行
っ
た
が
、
中
国
側
は
高
度
技
術
の
米
国
か
ら
の
移
転
を
む

し
ろ
望
ん
で
い
た
た
め
、
こ
の
よ
う
な
中
東
へ
の
武
器
輸
出
を
中
断
し
た
。
そ

の
た
め
、
中
国
に
よ
る
こ
の
よ
う
な
行
動
の
変
化
に
呼
応
し
て
、
米
国
は
翌

八
八
年
に
制
裁
を
解
除
し
た
。
同
年
九
月
九
日
に
レ
ー
ガ
ン
大
統
領
に
よ
っ
て

米
中
間
の
衛
星
打
ち
上
げ
が
決
定
さ
れ
た
の
は
、
中
国
と
の
経
済
関
係
を
促
進

さ
せ
る
意
味
も
あ
っ
）
18
（
た
。

行
政
府
や
連
邦
議
会
内
部
と
同
様
に
、
利
害
関
係
者
に
も
賛
否
両
論
の
立
場

が
あ
っ
た
。
前
述
の
米
中
衛
星
合
意
は
、
中
国
の
安
価
な
打
ち
上
げ
サ
ー
ビ
ス

が
、
米
国
の
新
興
産
業
に
と
っ
て
不
当
に
有
利
な
も
の
に
な
る
か
否
か
を
め
ぐ

り
、
さ
ま
ざ
ま
な
論
争
を
巻
き
起
こ
し
た
。
三
大
打
ち
上
げ
企
業
の
う
ち
、
ゼ

ネ
ラ
ル
・
ダ
イ
ナ
ミ
ク
ス
（G

en
eral D

yn
am

ics

）
社
と
マ
ー
テ
ィ
ン
・
マ

リ
エ
ッ
タ
（M

artin
 M

arietta

）
社
は
、
政
府
の
補
助
金
を
受
け
た
中
国
の

打
ち
上
げ
業
者
は
不
当
な
脅
威
に
な
る
と
し
て
、
衛
星
の
輸
出
許
可
に
反
対

し
て
い
た
。
当
時
、
一
回
の
打
ち
上
げ
に
要
す
る
費
用
は
、
米
国
の
衛
星
打

ち
上
げ
業
者
を
利
用
し
た
場
合
、
四
億
ド
ル
以
上
で
あ
っ
た
が
、
中
国
で
は

二
億
五
千
万
ド
ル
と
半
額
近
い
価
格
で
あ
っ
た
た
め
で
あ
る
。
他
方
で
、
マ
ク

ド
ネ
ル
・
ダ
グ
ラ
ス
（M

cD
on

n
ell D

ou
glas

）
社
は
、
中
国
で
航
空
機
を
生

産
し
て
い
る
た
め
、
複
雑
な
利
害
を
抱
え
て
お
り
、
こ
の
議
論
へ
の
参
加
を
避

け
よ
う
と
し
て
い
）
19
（
た
。
こ
の
よ
う
に
、
利
害
関
係
者
か
ら
の
圧
力
は
さ
ま
ざ
ま

な
方
向
を
向
い
て
い
た
。

利
害
関
係
者
の
異
議
申
し
立
て
を
政
策
決
定
者
が
聞
き
入
れ
る
か
否
か
は
、

全
体
の
経
済
状
況
に
か
か
っ
て
い
る
。
こ
の
時
期
の
米
国
は
、
財
政
及
び
貿
易

収
支
が
共
に
赤
字
と
い
う
苦
境
に
立
た
さ
れ
て
い
た
（
図
１
）。
こ
の
よ
う
な

「
双
子
の
赤
字
」
に
あ
っ
て
、
よ
り
安
価
な
打
ち
上
げ
を
求
め
る
の
は
当
然
で
あ
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り
、
各
省
庁
や
連
邦
議
会
に
存
在
し
た
安
全
保
障
上
の
理
由
に
よ
る
意
義
申
し

立
て
で
さ
え
、
聞
き
入
れ
ら
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
時
期
の
選
好
形
成
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の

か
。
ま
ず
、
米
国
に
と
っ
て
中
国
は
非
同
盟
友
好
国
で
あ
り
、
脅
威
で
は
な

か
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
大
統
領
は
経
済
優
先
の
政
策
を
選
択
し
た
。
こ
の
決
定
は
、

政
策
決
定
者
、
利
害
関
係
者
共
に
立
場
が
二
分
す
る
ほ
ど
論
争
を
醸
し
出
す
結

果
と
な
っ
た
。
し
か
し
、
全
体
の
経
済
状
況
は
戦
後
最
悪
と
も
言
え
る
「
双
子

の
赤
字
」
を
抱
え
て
お
り
、
反
対
者
の
異
議
申
し
立
て
を
受
け
入
れ
る
余
地
は

な
か
っ
た
。
安
全
保
障
政
策
（
対
非
同
盟
友
好
国
）
に
準
じ
た
輸
出
政
策
が
優

先
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

ｂ　

ブ
ッ
シ
ュ
（
父
）
政
権
（
一
九
八
九
―
一
九
九
二
年
）

こ
の
時
期
の
案
件
は
三
件
あ
り
、
す
べ
て
に
お
い
て
経
済
が
優
先
さ
れ
、
衛

星
が
輸
出
さ
れ
た
。
た
だ
し
、
こ
の
時
期
に
起
こ
っ
た
別
の
出
来
事
へ
の
対
処

策
と
し
て
、
衛
星
の
輸
出
が
一
時
的
に
規
制
さ
れ
る
こ
と
は
あ
っ
た
。
第
一

に
、
一
九
八
九
年
の
中
国
に
お
け
る
天
安
門
事
件
で
あ
る
。
ブ
ッ
シ
ュ
政
権
は

こ
の
事
件
に
対
し
て
即
座
に
制
裁
を
科
し
、
九
九
年
ま
で
す
べ
て
の
人
工
衛
星

の
輸
出
を
延
期
し
）
20
（
た
。
翌
九
〇
年
二
月
、
連
邦
議
会
で
は
、「
一
九
九
〇
及
び

一
九
九
一
年
国
務
省
授
権
法
」
に
お
い
て
、
中
国
向
け
人
工
衛
星
の
輸
出
を
延

期
す
る
こ
と
な
ど
を
含
む
制
裁
を
可
決
・
成
立
さ
せ
、
そ
の
後
の
人
工
衛
星
の

対
中
輸
出
を
行
う
際
に
は
、
そ
の
都
度
、
大
統
領
が
こ
の
制
裁
を
解
除
す
る
こ

と
が
必
要
と
な
っ
）
21
（
た
。
第
二
に
、
中
国
は
イ
ラ
ン
や
パ
キ
ス
タ
ン
へ
の
武
器
輸

出
を
行
っ
て
ミ
サ
イ
ル
技
術
関
連
レ
ジ
ー
ム
（
Ｍ
Ｔ
Ｃ
Ｒ
）
違
反
を
繰
り
返
し

て
い
た
が
、
こ
れ
に
対
す
る
制
裁
を
科
す
る
際
に
も
、
人
工
衛
星
の
輸
出
規
制

図 1　米国の経済状況（単位：100万ドル）
出所：Office of Management and Budget, Historical Tables (Table 1.1—SUMMARY 
OF RECEIPTS, OUTLAYS, AND SURPLUSES OR DEFICITS (–): 1789–2019), The 
White House. <http://www.whitehouse.gov/omb/budget/Historicals> 及び U.S. Census 
Bureau, U.S. Trade in Goods and Services - Balance of Payments (BOP) Basis, U.S. 
Department of Commerce, July 4, 2014.
<http://www.census.gov/foreign-trade/statistics/historical/gands.pdf> より筆者作成。
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が
用
い
ら
れ
た
。
こ
の
よ
う
に
、「
天
安
門
制
裁
」、「
Ｍ
Ｔ
Ｃ
Ｒ
制
裁
」
と
し
て

一
時
的
に
輸
出
を
規
制
す
る
こ
と
は
あ
っ
た
が
、
こ
れ
ら
の
制
裁
が
す
ぐ
に
解

除
さ
れ
た
こ
と
か
ら
も
、
実
効
性
に
乏
し
い
名
目
上
の
制
裁
で
あ
っ
た
こ
と
が

分
か
）
22
（
る
。

と
こ
ろ
で
、
衛
星
の
輸
出
に
関
し
て
は
、
軍
事
的
に
重
要
な
性
能
を
持
つ
衛

星
は
国
務
省
に
よ
っ
て
、
そ
れ
以
外
の
衛
星
は
商
務
省
に
よ
っ
て
管
理
が
な
さ

れ
て
き
た
。
国
務
省
は
「
武
器
輸
出
管
理
法
」
の
も
と
で
軍
需
品
の
輸
出
を
管

理
し
て
お
り
、
規
制
さ
れ
る
品
目
は
「
軍
需
品
リ
ス
ト
（
Ｕ
Ｓ
Ｍ
Ｌ
）」
に
列
挙

さ
れ
て
い
た
。
他
方
で
商
務
省
は
両
用
品
を
「
輸
出
規
制
法
」
に
よ
っ
て
管
理

し
て
お
り
、
そ
の
た
め
の
「
商
業
管
理
リ
ス
ト
（
Ｃ
Ｃ
Ｌ
）」
を
有
し
て
い
た
。

本
来
な
ら
ば
両
用
品
は
商
務
省
の
管
轄
下
で
輸
出
許
可
が
行
わ
れ
る
の
だ
が
、

し
か
し
例
外
的
に
、
両
用
品
の
中
に
は
国
務
省
が
管
理
す
る
も
の
も
あ
り
、
そ

の
中
に
商
用
人
工
衛
星
も
含
ま
れ
て
い
た
。
一
九
九
〇
年
一
一
月
、
ブ
ッ
シ
ュ

大
統
領
は
、
安
全
保
障
上
の
利
益
が
著
し
く
侵
害
さ
れ
な
い
限
り
に
お
い
て
両

用
品
を
国
務
省
の
軍
需
品
リ
ス
ト
か
ら
除
外
す
る
よ
う
要
求
し
）
23
（
た
。

次
に
、
利
害
関
係
者
の
動
き
に
目
を
転
じ
る
。
す
で
に
契
約
が
成
立
し
て
い

た
衛
星
の
輸
出
を
急
に
延
期
さ
れ
た
企
業
側
と
し
て
は
、
不
利
益
を
被
る
こ
と

を
避
け
よ
う
と
す
る
は
ず
で
あ
り
、
政
府
に
圧
力
を
か
け
る
の
は
当
然
で
あ

る
。
天
安
門
事
件
の
翌
日
、
六
月
五
日
に
制
裁
を
課
さ
れ
た
際
、
ヒ
ュ
ー
ズ
・

エ
ア
ク
ラ
フ
ト
（H

u
gh

es A
ircraft

）
社
は
す
で
に
三
基
の
衛
星
輸
出
の
契

約
を
し
て
い
た
。
一
基
は
、
英
国
と
香
港
の
合
弁
企
業
で
あ
る
ア
ジ
ア
サ
ッ
ト

と
、
通
信
衛
星
の
修
理
の
契
約
を
交
わ
し
て
い
た
。
そ
の
他
の
二
基
は
、
豪
州

政
府
が
管
理
し
て
い
る
オ
ウ
サ
ッ
ト
と
の
契
約
で
、
衛
星
の
売
却
が
予
定
さ
れ

て
い
た
。
こ
の
た
め
、
ヒ
ュ
ー
ズ
社
、
豪
州
政
府
、
及
び
ア
ジ
ア
サ
ッ
ト
が
数

カ
月
に
わ
た
り
、
制
裁
解
除
を
求
め
て
ロ
ビ
ー
活
動
を
行
っ
て
い
）
24
（
た
。

こ
の
よ
う
な
利
害
関
係
者
の
圧
力
を
受
け
入
れ
る
か
ど
う
か
の
指
標
と
な
る

全
体
の
経
済
状
況
は
、
依
然
と
し
て
財
政
及
び
貿
易
収
支
が
赤
字
と
い
う
状
況

で
あ
っ
た
（
図
１
）。
ブ
ッ
シ
ュ
政
権
に
は
、
経
済
的
な
利
益
を
犠
牲
に
し
て
ま

で
衛
星
の
輸
出
を
延
期
す
る
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
政
府

は
、
早
く
も
一
九
八
九
年
九
月
に
は
衛
星
業
者
に
対
し
、
中
国
と
の
デ
ー
タ
交

換
を
含
む
取
引
継
続
の
許
可
を
与
え
）
25
（
た
。

こ
の
時
期
は
、
冷
戦
終
結
前
後
で
中
国
と
の
関
係
性
が
変
化
し
た
。
対
ソ
戦

略
上
の
カ
ー
ド
と
し
て
の
重
要
性
が
な
く
な
っ
た
中
国
は
、
同
盟
国
で
も
敵
国

で
も
な
い
、
非
同
盟
国
と
位
置
付
け
ら
れ
た
。
ま
た
こ
の
時
期
の
米
国
内
で
は
、

天
安
門
事
件
の
影
響
に
よ
り
、
中
国
は
人
権
侵
害
を
行
う
独
裁
主
義
国
で
、
こ

れ
を
成
敗
す
る
べ
き
だ
と
い
う
正
義
論
が
主
流
と
な
っ
て
い
た
が
、
こ
の
懲
罰

の
手
段
と
し
て
は
、
最
恵
国
待
遇
（
Ｍ
Ｆ
Ｎ
）
延
長
問
題
が
用
い
ら
れ
た
。
そ
れ

ゆ
え
、
衛
星
の
輸
出
問
題
は
天
安
門
事
件
当
初
の
制
裁
を
除
け
ば
、
事
件
と
直

接
結
び
付
け
ら
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
大
統
領
は
す
ぐ
に
制
裁
を
解
除
し
、

経
済
優
先
の
政
策
を
選
択
し
た
。
安
全
保
障
側
の
立
場
か
ら
の
圧
力
は
、
冷
戦

終
結
や
そ
れ
を
受
け
た
コ
コ
ム
の
規
制
緩
和
の
状
況
下
で
は
、
現
れ
な
か
っ

た
。
む
し
ろ
利
害
関
係
者
の
う
ち
、
衛
星
輸
出
を
促
進
さ
せ
る
よ
う
な
企
業
か

ら
の
圧
力
が
強
ま
っ
た
。
全
体
の
経
済
状
況
も
芳
し
く
な
く
、
ブ
ッ
シ
ュ
政
権

は
経
済
優
先
路
線
を
変
え
る
こ
と
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
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ク
リ
ン
ト
ン
政
権
第
一
期
（
一
九
九
三
―
一
九
九
六
年
）

ク
リ
ン
ト
ン
政
権
の
第
一
期
目
に
は
、
最
も
多
く
の
衛
星
が
輸
出
さ
れ
た
。

国
内
経
済
優
先
を
掲
げ
た
ク
リ
ン
ト
ン
大
統
領
は
就
任
す
る
や
、
経
済
再
建
に

全
力
を
挙
げ
）
26
（
た
。
ま
た
、「
情
報
ス
ー
パ
ー
・
ハ
イ
ウ
ェ
イ
構
想
」
に
よ
っ
て
、

新
た
な
情
報
通
信
手
段
の
拡
大
が
模
索
さ
れ
、
衛
星
も
重
要
な
柱
の
一
つ
と
さ

れ
）
27
（
た
。
さ
ら
に
、
軍
事
技
術
の
開
発
及
び
調
達
を
効
率
的
に
行
う
た
め
、
両
用

技
術
を
積
極
的
に
採
用
す
る
こ
と
に
よ
り
、
世
界
に
お
け
る
米
国
の
技
術
の
優

越
性
を
維
持
す
る
こ
と
も
目
指
さ
れ
）
28
（
た
。
両
用
技
術
を
扱
う
衛
星
産
業
を
「
保

護
」
す
る
誘
引
は
十
分
に
揃
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

こ
の
時
期
の
案
件
は
八
件
あ
り
、
う
ち
一
件
の
み
が
、
商
務
省
管
理
下
の
衛

星
二
基
の
輸
出
を
許
可
す
る
と
と
も
に
国
務
省
管
理
下
の
五
基
の
衛
星
の
輸
出

を
保
留
す
る
と
い
っ
た
、
安
全
保
障
と
経
済
の
双
方
を
両
立
さ
せ
る
内
容
で

あ
っ
た
が
、
残
り
の
七
件
で
は
経
済
が
優
先
さ
れ
、
衛
星
及
び
関
連
部
品
が
輸

出
さ
れ
た
。

ま
ず
、
米
中
関
係
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
一
九
九
五
年
七
月
と
九
六
年
三
月

の
二
度
に
わ
た
り
、
台
湾
海
峡
危
機
が
発
生
し
、
冷
戦
後
初
め
て
米
中
間
に
軍

事
的
危
機
が
訪
れ
た
。
し
か
し
、
表
面
的
に
は
緊
張
が
高
ま
っ
て
い
る
か
に
見

え
た
こ
の
事
件
の
最
中
に
、
前
政
権
の
輸
出
管
理
体
制
の
見
直
し
作
業
を
受
け

て
、
国
務
省
主
導
で
国
防
総
省
や
商
務
省
な
ど
が
、
引
き
続
き
リ
ス
ト
の
見
直

し
を
共
同
で
行
っ
て
い
た
の
だ
が
、
省
庁
間
で
意
見
の
対
立
も
起
こ
っ
た
も
の

の
、
ク
リ
ン
ト
ン
大
統
領
は
九
六
年
三
月
、
国
務
省
と
国
防
総
省
が
引
き
続
き

政
策
形
成
プ
ロ
セ
ス
に
関
与
す
る
こ
と
を
保
障
し
つ
つ
、
中
国
向
け
を
含
む
人

工
衛
星
の
ラ
イ
セ
ン
ス
供
与
の
権
限
を
商
務
省
に
移
し
た
の
で
あ
る
。
す
な
わ

ち
、
こ
の
決
定
も
経
済
を
優
先
す
る
政
策
と
と
ら
え
る
こ
と
が
出
来
る
。

こ
う
し
た
再
編
成
と
時
を
同
じ
く
し
て
、
後
に
こ
の
輸
出
管
理
の
抜
け
穴

を
露
呈
す
る
こ
と
に
な
る
二
つ
の
事
件
が
起
こ
っ
て
い
た
。
一
九
九
五
年
に

ヒ
ュ
ー
ズ
社
製
Ａ
ｐ
ｓ
ｔ
ａ
ｒ
―
２
を
搭
載
し
た
中
国
の
長
征
ロ
ケ
ッ
ト
が
打

ち
上
げ
直
後
に
爆
破
し
た
こ
と
、
及
び
九
六
年
に
は
ロ
ラ
ー
ル
（L

oral

）
社
製

Ｉ
ｎ
ｔ
ｅ
ｌ
ｓ
ａ
ｔ
を
搭
載
し
た
長
征
ロ
ケ
ッ
ト
が
制
御
不
能
と
な
り
、
中
国

南
部
の
農
村
に
墜
落
し
、
推
定
二
百
名
が
死
亡
し
た
事
故
で
あ
）
29
（
る
。
そ
の
際
、

ヒ
ュ
ー
ズ
社
も
ロ
ラ
ー
ル
社
も
保
険
業
者
に
報
告
書
を
督
促
さ
れ
、
次
な
る
打

ち
上
げ
に
保
険
を
か
け
る
た
め
に
も
、
中
国
と
共
同
で
事
故
原
因
の
調
査
を

行
っ
て
し
ま
っ
た
。
そ
の
調
査
過
程
に
お
い
て
、
重
要
な
技
術
情
報
を
国
務
省

の
承
認
を
得
る
こ
と
な
く
中
国
と
共
有
す
る
こ
と
に
な
り
、
結
果
的
に
軍
事
的

機
密
の
漏
洩
に
つ
な
が
っ
た
と
さ
れ
て
い
）
30
（
る
。
政
府
高
官
が
こ
の
こ
と
を
ま
っ

た
く
知
ら
さ
れ
て
お
ら
ず
、
立
ち
合
い
も
し
な
か
っ
た
こ
と
、
及
び
各
社
か
ら

米
政
府
へ
の
報
告
が
、
中
国
と
の
情
報
共
有
の
後
に
な
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
、

司
法
省
が
機
密
漏
洩
に
関
す
る
調
査
を
始
め
）
31
（
た
。
同
様
に
独
自
調
査
を
行
っ
た

国
防
総
省
は
、
九
七
年
に
報
告
書
を
刊
行
し
、
九
六
年
の
ロ
ラ
ー
ル
社
の
事

故
後
の
行
動
は
、
米
国
の
国
家
安
全
保
障
に
ダ
メ
ー
ジ
を
与
え
た
と
結
論
づ

け
）
32
（
た
。
こ
れ
に
対
し
て
Ｃ
Ｉ
Ａ
も
独
自
の
報
告
書
を
発
表
し
、
商
用
ロ
ケ
ッ
ト

に
使
わ
れ
る
技
術
は
、
そ
れ
自
体
で
は
弾
道
ミ
サ
イ
ル
に
役
立
た
な
い
と
反
論

し
）
33
（
た
。

次
に
、
利
害
関
係
者
か
ら
の
イ
ン
プ
ッ
ト
で
あ
る
が
、
ク
リ
ン
ト
ン
大
統

領
と
衛
星
業
界
の
結
び
つ
き
の
強
さ
は
、
至
る
所
で
指
摘
さ
れ
て
い
た
。

な
か
で
も
ロ
ラ
ー
ル
社
社
長
の
ベ
ル
ナ
ル
ド
・
シ
ュ
ウ
ォ
ー
ツ
（B

ern
ard 
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）
氏
と
同
社
の
政
治
団
体
（
Ｐ
Ａ
Ｃ
）
と
は
、
共
に
大
統
領
選
挙

運
動
に
お
け
る
重
要
な
プ
レ
ー
ヤ
ー
と
な
っ
て
い
）
34
（
た
。
他
に
も
、
マ
ー
テ
ィ

ン
・
マ
リ
エ
ッ
タ
社
、
及
び
ヒ
ュ
ー
ズ
・
エ
ア
ク
ラ
フ
ト
社
の
経
営
陣
は
、

一
九
九
三
年
に
ク
リ
ン
ト
ン
政
権
に
集
中
的
に
ロ
ビ
ー
活
動
を
行
い
、
同
年
八

月
に
中
国
が
Ｍ
―
11
ミ
サ
イ
ル
関
連
装
置
を
パ
キ
ス
タ
ン
に
輸
出
し
た
こ
と
に

対
し
て
科
し
た
「
Ｍ
Ｔ
Ｃ
Ｒ
制
裁
」
の
解
除
を
要
求
し
た
。
こ
う
し
た
衛
星
業

者
の
圧
力
は
確
実
に
受
け
入
れ
ら
れ
、
ク
リ
ン
ト
ン
政
権
は
制
裁
を
解
除
し
た
。

そ
の
判
断
の
根
拠
と
な
っ
た
全
体
の
経
済
状
況
で
あ
る
が
、
こ
の
時
期
は
Ｉ

Ｔ
バ
ブ
ル
に
よ
る
景
気
回
復
を
印
象
付
け
ら
れ
た
も
の
の
、
財
政
及
び
貿
易
収

支
は
依
然
と
し
て
赤
字
で
あ
っ
た
（
図
１
）。
好
況
に
転
じ
た
産
業
も
あ
っ
た

が
、
全
体
の
経
済
状
況
と
し
て
は
ま
だ
完
全
に
回
復
し
た
と
は
言
い
難
か
っ

た
。
そ
れ
ゆ
え
、
経
済
側
の
利
害
関
係
者
か
ら
の
イ
ン
プ
ッ
ト
が
受
け
入
れ
ら

れ
、
衛
星
は
す
べ
て
輸
出
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
時
期
、
非
同
盟
国
で
あ
る
中
国
と
の
、
台
湾
海
峡
に
お
け
る
緊
張
関
係

は
脅
威
と
も
映
っ
た
が
、
別
の
対
処
手
段
が
あ
っ
た
た
め
、
経
済
が
優
先
さ
れ

て
衛
星
は
輸
出
さ
れ
た
。
利
害
関
係
者
に
よ
る
イ
ン
プ
ッ
ト
は
特
に
経
済
側

が
強
く
、
全
体
の
経
済
状
況
も
ま
だ
好
転
し
て
い
な
か
っ
た
た
め
、
例
え
ば

一
九
九
三
年
一
一
月
に
国
務
省
は
、
す
べ
て
の
衛
星
は
輸
出
延
期
さ
れ
る
べ
き

で
あ
る
と
し
て
、
安
全
保
障
優
先
を
求
め
た
が
、
聞
き
入
れ
ら
れ
る
こ
と
は
な

く
、
経
済
優
先
と
な
っ
た
。

ｄ　

ク
リ
ン
ト
ン
政
権
第
二
期
（
一
九
九
七
―
二
〇
〇
〇
年
）

ク
リ
ン
ト
ン
政
権
第
二
期
目
に
な
っ
て
、
初
め
て
衛
星
の
輸
出
を
禁
止
す
る

案
件
が
登
場
す
る
。
六
件
の
う
ち
、
一
九
九
八
年
ま
で
の
三
件
に
お
い
て
は
経

済
が
優
先
さ
れ
た
た
め
衛
星
は
輸
出
さ
れ
た
が
、
九
九
年
以
降
の
三
件
で
は
安

全
保
障
が
優
先
さ
れ
、
衛
星
の
輸
出
が
規
制
さ
れ
た
。
何
が
こ
の
よ
う
な
変
化

を
も
た
ら
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

ま
ず
、
こ
の
時
期
の
米
中
関
係
は
蜜
月
と
評
さ
れ
る
ほ
ど
協
調
的
で
あ
っ

た
。
特
に
一
九
九
七
年
一
〇
月
の
江
沢
民
国
家
主
席
に
よ
る
訪
米
、
九
八
年
六

月
の
ク
リ
ン
ト
ン
大
統
領
訪
中
を
通
じ
、
米
中
首
脳
は
両
国
関
係
を
「
戦
略
的

パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
」
と
位
置
付
け
、
友
好
的
側
面
を
強
調
し
た
。
そ
れ
ゆ

え
、
こ
の
時
期
の
中
国
は
脅
威
で
は
な
く
、
経
済
優
先
政
策
が
と
ら
れ
る
は
ず

で
あ
っ
た
。

米
国
内
で
衛
星
の
輸
出
と
安
全
保
障
と
の
関
係
が
取
り
ざ
た
さ
れ
る
中
、

一
九
九
八
年
二
月
に
ク
リ
ン
ト
ン
大
統
領
は
、
司
法
省
の
警
告
を
無
視
し
て
ロ

ラ
ー
ル
社
に
新
た
な
衛
星
の
輸
出
を
許
可
し
）
35
（
た
。
同
社
の
シ
ュ
ウ
ォ
ー
ツ
社
長

が
、
直
前
の
大
統
領
選
挙
に
お
い
て
民
主
党
に
対
す
る
最
高
額
の
個
人
献
金
を

行
っ
て
い
た
た
め
、
こ
の
決
定
は
政
治
問
題
化
し
）
36
（
た
。
ま
た
同
時
期
、
民
主
党

に
対
す
る
中
国
か
ら
の
献
金
の
存
在
や
、
そ
れ
に
携
わ
っ
た
中
国
の
軍
事
官
僚

が
中
国
の
ロ
ケ
ッ
ト
打
ち
上
げ
企
業
の
幹
部
で
あ
っ
た
こ
と
が
判
明
し
た
た

め
、
米
国
内
の
騒
ぎ
は
エ
ス
カ
レ
ー
ト
し
て
い
っ
た
。

さ
ら
に
、
こ
の
時
期
は
、
利
害
関
係
者
か
ら
の
大
き
な
イ
ン
プ
ッ
ト
が
あ
っ

た
。
そ
の
最
た
る
も
の
は
、
一
九
九
八
年
四
月
四
日
及
び
一
三
日
の
『
ニ
ュ
ー

ヨ
ー
ク
・
タ
イ
ム
ズ
』
紙
の
報
道
で
あ
っ
た
。
ま
ず
前
者
で
は
、
ロ
ラ
ー
ル
社

と
ヒ
ュ
ー
ズ
社
が
中
国
に
「
極
め
て
最
新
の
」
弾
道
ミ
サ
イ
ル
誘
導
シ
ス
テ
ム

を
提
供
し
た
恐
れ
が
あ
る
と
し
て
、
連
邦
大
陪
審
が
調
査
中
で
あ
る
と
い
う
こ

と
、
ま
た
、
ク
リ
ン
ト
ン
大
統
領
が
九
八
年
二
月
に
許
可
し
た
中
国
向
け
衛
星
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の
輸
出
に
つ
い
て
は
、
こ
の
連
邦
大
陪
審
に
よ
る
調
査
を
妨
害
す
る
こ
と
に

な
っ
て
し
ま
う
と
し
て
、
司
法
省
が
輸
出
延
期
を
要
請
し
て
い
た
こ
と
が
報
じ

ら
れ
）
37
（
た
。
後
者
は
、
ロ
ラ
ー
ル
社
と
ヒ
ュ
ー
ズ
社
の
強
制
捜
査
に
加
え
て
、

九
七
年
五
月
に
ま
と
め
ら
れ
た
国
防
総
省
の
最
高
機
密
文
書
が
、
両
社
が
中
国

の
核
弾
道
ミ
サ
イ
ル
の
信
頼
性
を
「
著
し
く
発
展
さ
せ
る
」
専
門
知
識
を
供
与

し
た
と
結
論
づ
け
た
こ
と
を
報
じ
）
38
（
た
。

こ
れ
ら
の
新
聞
報
道
は
、
連
邦
議
会
に
対
し
て
大
き
な
影
響
を
与
え
る
も

の
で
あ
っ
た
。
事
件
の
信
憑
性
を
確
か
め
る
べ
く
、
上
下
両
院
そ
れ
ぞ
れ
に

お
い
て
、
特
別
調
査
委
員
会
が
超
党
派
の
賛
成
を
得
て
設
置
さ
れ
る
こ
と
に

な
っ
）
39
（
た
。
下
院
に
お
け
る
調
査
委
員
会
が
「
コ
ッ
ク
ス
委
員
会
」
で
あ
）
40
（
る
。
共

和
党
の
ク
リ
ス
ト
フ
ァ
ー
・
コ
ッ
ク
ス
（C

h
ristoph

er C
ox

）
議
員
を
委
員

長
と
す
る
八
名
か
ら
な
る
特
別
委
員
会
は
、
超
党
派
で
調
査
を
行
い
、
九
八
年

一
二
月
に
提
出
さ
れ
た
「
コ
ッ
ク
ス
報
告
）
41
（
書
」
で
は
、
中
国
が
ス
パ
イ
の
ネ
ッ

ト
ワ
ー
ク
を
使
っ
て
、
米
国
か
ら
核
機
密
や
そ
の
他
の
軍
事
技
術
を
数
十
年
に

わ
た
っ
て
入
手
し
て
い
た
と
い
う
事
実
が
確
定
さ
れ
）
42
（
た
。
報
告
書
に
よ
れ
ば
、

こ
の
窃
盗
は
遅
く
と
も
七
〇
年
代
後
半
か
ら
始
ま
っ
て
お
り
、
九
〇
年
代
半
ば

に
重
要
な
機
密
が
盗
ま
れ
、
現
在
も
「
ほ
ぼ
確
実
に
」
続
い
て
い
る
と
し
て
、

三
八
の
対
処
策
が
提
案
さ
れ
）
43
（
た
。
ク
リ
ン
ト
ン
大
統
領
は
声
明
を
発
表
し
て
こ

れ
に
対
応
し
、
報
告
書
の
提
案
は
概
ね
受
け
入
れ
ら
れ
る
と
述
べ
）
44
（
た
。

「
コ
ッ
ク
ス
報
告
書
」
の
提
案
内
容
は
、「
二
〇
〇
〇
年
度
国
防
授
権
法
」
に

修
正
条
項
と
し
て
加
え
ら
れ
、
成
立
し
）
45
（
た
。
ま
た
、「
一
九
九
九
年
度
国
防
授
権

法
」
で
は
、
衛
星
輸
出
の
ラ
イ
セ
ン
ス
供
与
の
権
限
を
、
商
務
省
か
ら
国
務
省

に
戻
す
と
い
う
修
正
案
も
可
決
さ
れ
、
わ
ず
か
三
年
間
の
商
務
省
権
限
は
消
滅

し
た
の
で
あ
）
46
（
る
。
ま
た
米
中
間
の
衛
星
貿
易
も
、
九
五
年
三
月
に
合
意
さ
れ
た

二
国
間
合
意
が
、
二
〇
〇
一
年
末
に
延
長
さ
れ
る
こ
と
な
く
失
効
し
た
。

こ
の
よ
う
に
利
害
関
係
者
か
ら
は
、
経
済
優
先
を
求
め
る
衛
星
業
者
か
ら
の

圧
力
と
、
安
全
保
障
が
侵
害
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
警
告
す
る
国
防
総
省
の
報
告

書
、
新
聞
報
道
、
及
び
連
邦
議
会
特
別
委
員
会
の
レ
ポ
ー
ト
と
い
っ
た
、
相
反

す
る
二
種
類
の
イ
ン
プ
ッ
ト
が
あ
っ
た
。
こ
の
ど
ち
ら
を
受
け
入
れ
る
の
か
を

左
右
す
る
の
は
全
体
の
経
済
状
況
で
あ
る
が
、
財
政
再
建
政
策
が
奏
功
し
、

九
八
年
を
境
に
財
政
赤
字
は
黒
字
へ
と
好
転
し
）
47
（
た
（
図
１
）。
こ
れ
に
よ
っ
て
、

衛
星
の
輸
出
政
策
も
変
化
し
た
。
す
な
わ
ち
、
九
八
年
ま
で
は
経
済
状
況
が
芳

し
く
な
か
っ
た
た
め
、
衛
星
業
者
か
ら
の
イ
ン
プ
ッ
ト
が
受
け
入
れ
ら
れ
て
い

た
が
、
九
八
年
に
経
済
が
黒
字
に
好
転
す
る
と
、
衛
星
業
者
の
圧
力
は
受
け
入

れ
ら
れ
ず
、
新
聞
報
道
に
よ
っ
て
情
報
を
受
け
た
議
会
の
安
全
保
障
政
策
が
優

先
と
な
り
、
政
府
も
衛
星
の
輸
出
規
制
に
乗
り
出
す
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

お 

わ 

り 

に

本
稿
は
、
両
用
技
術
の
一
つ
に
挙
げ
ら
れ
る
、
商
用
人
工
衛
星
が
国
内
お
よ

び
国
際
政
治
に
及
ぼ
す
影
響
を
検
討
し
つ
つ
、
そ
の
輸
出
政
策
が
い
か
な
る
要

因
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
て
き
た
の
か
を
分
析
し
た
。
商
用
人
工
衛
星
は
、
軍
事

に
も
利
用
可
能
な
技
術
を
輸
出
相
手
に
供
与
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
国
の
安

全
を
阻
害
す
る
可
能
性
を
孕
む
点
で
、
国
際
政
治
に
お
い
て
は
パ
ワ
ー
・
バ
ラ

ン
ス
の
変
化
を
も
た
ら
し
、
ま
た
国
内
に
お
い
て
は
安
全
保
障
及
び
経
済
そ
れ

ぞ
れ
の
利
害
を
代
表
す
る
諸
要
因
の
相
克
を
生
じ
さ
せ
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か

と
な
っ
た
。
本
稿
の
事
例
で
は
、
軍
事
技
術
が
民
生
技
術
に
依
存
す
る
時
代
の
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趨
勢
に
あ
ら
が
う
こ
と
に
疑
問
の
声
が
挙
げ
ら
れ
な
が
ら
も
、
国
内
の
経
済
状

況
が
好
ま
し
い
限
り
に
お
い
て
、
国
家
安
全
保
障
が
優
先
さ
れ
て
い
）
48
（
た
。

グ
ロ
ー
バ
ル
化
が
進
展
す
る
今
日
に
お
い
て
、
両
用
技
術
は
、
む
し
ろ
積
極

的
に
取
引
す
る
べ
き
品
目
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
側
面
が
増
大
し
て
い
る
。
企
業

の
論
理
か
ら
す
れ
ば
、
規
模
の
経
済
を
追
求
す
る
べ
く
、
そ
の
市
場
を
拡
大
し

て
い
く
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
が
益
々
高
ま
っ
て
い
る
こ
と
は
当
然
で
あ
ろ
う
。
さ

ら
に
、
自
国
の
技
術
の
優
位
性
を
担
保
し
た
い
国
家
に
と
っ
て
も
、
そ
の
よ
う

な
企
業
の
活
動
を
支
援
す
る
動
き
は
今
後
さ
ら
に
活
発
に
な
っ
て
い
く
こ
と
が

予
想
さ
れ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
実
は
、
友
好
国
同
士
の
貿
易
が
優
先
さ
れ
て
い
る
こ

と
も
ま
た
事
実
で
あ
る
。
技
術
の
グ
ロ
ー
バ
ル
化
は
、
着
実
に
、
友
好
国
間
で

進
展
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
特
に
軍
事
技
術
及
び
両
用
技
術
が
孕
む
負
の
外
部

効
果
を
勘
案
す
れ
ば
、
そ
の
論
理
は
自
明
で
あ
ろ
う
。
研
究
開
発
の
段
階
で
は
、

た
と
え
外
国
資
本
を
受
け
入
れ
よ
う
と
も
、
出
来
る
限
り
自
国
内
で
そ
れ
を
行

う
よ
う
奨
励
し
て
い
る
こ
と
も
、
そ
の
論
理
を
示
す
例
で
あ
）
49
（
る
。

本
稿
で
扱
っ
た
商
用
人
工
衛
星
は
、「
一
九
九
九
年
度
国
防
授
権
法
」
に
よ
っ

て
、
商
務
省
権
限
か
ら
国
務
省
権
限
に
そ
の
管
轄
が
変
更
さ
れ
た
。
以
来
一
五

年
を
経
て
、「
二
〇
一
三
年
度
国
防
授
権
法
」
に
お
い
て
は
、「
一
九
九
九
年
度

国
防
授
権
法
」
で
規
定
さ
れ
た
、
商
用
人
工
衛
星
を
国
務
省
の
「
軍
事
品
リ
ス

ト
」
に
移
す
と
の
条
項
が
削
除
さ
れ
、
大
統
領
に
「
商
務
省
リ
ス
ト
」
に
移
管

す
る
権
限
が
与
え
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
）
50
（
た
。
商
用
人
工
衛
星
を
ど
の
リ
ス
ト
に

よ
っ
て
管
理
す
る
か
と
い
う
問
題
は
、
国
内
の
安
全
保
障
と
経
済
の
利
益
の
バ

ラ
ン
ス
を
反
映
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
但
し
、
依
然
と
し
て
、
中
国
へ
の
輸

出
及
び
中
国
に
お
け
る
打
ち
上
げ
は
禁
じ
ら
れ
て
い
る
。
ど
の
相
手
国
に
輸
出

を
許
可
す
る
か
と
い
う
問
題
は
、
国
際
政
治
に
お
け
る
国
家
間
関
係
を
反
映
し

て
い
る
と
言
え
よ
う
。

（
1
）G

ilpin
, R

obert, W
ar an

d
 C

h
an

ge in
 W

orld
 P

olitics , N
ew

 Y
ork: 

C
am

bridge U
n

iversity P
ress, 1981, pp. 177, 180.

（
2
）Ibid

. , p. 177.

（
3
）
し
か
し
な
が
ら
、
近
年
飛
躍
的
な
進
展
を
遂
げ
て
い
る
グ
ロ
ー
バ
ル
化
の

も
と
で
は
、
技
術
に
対
す
る
国
家
の
諸
政
策
も
変
化
し
て
い
る
。
技
術
政
策
を

「
技
術
取
引
」、「
技
術
協
力
」、「
技
術
創
成
」
の
三
領
域
に
分
類
し
た
上
で
、
ア

ク
タ
ー
や
グ
ロ
ー
カ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
へ
の
対
応
の
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
を
比
較
分

析
す
る
も
の
に
、
山
田
敦
『
ネ
オ
・
テ
ク
ノ
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム

―
グ
ロ
ー
カ

ル
時
代
の
技
術
と
国
際
関
係
』
有
斐
閣
、
二
〇
〇
一
年
。

（
4
）
詳
述
は
省
く
が
、
そ
の
九
つ
と
は
①
対
妨
信
能
力
、
②
ア
ン
テ
ナ
、
③
ク

ロ
ス
リ
ン
ク
、
④
ベ
ー
ス
バ
ン
ド
処
理
、
⑤
暗
号
化
装
置
、
⑥
放
射
線
硬
化
装

置
、
⑦
推
進
シ
ス
テ
ム
、
⑧
指
向
精
度
、
⑨
キ
ッ
ク
モ
ー
タ
ー
で
あ
る
。
各
性

能
に
関
し
て
は
、
次
を
参
照
。G

overn
m

en
t A

ccou
n

tin
g O

ffice

（
以
下
、

G
A

O

）, “E
xport C

on
trols: C

h
an

ge in
 E

xport L
icen

sin
g Ju

risdiction
 

for T
w

o S
en

sitive D
u

al-U
se Item

s,” G
A

O
 R

eport to C
on

gression
al 

R
equ

esters  (G
A

O
/N

S
IA

D
-97-24), Jan

u
ary 1997, p. 8.

（
5
）
衛
星
と
ミ
サ
イ
ル
に
共
通
す
る
技
術
と
し
て
は
、
①
再
突
入
体
技
術
、
②

荷
重
切
離
し
能
力
、
③
慣
性
誘
導･

制
御
シ
ス
テ
ム
、
④
ス
テ
ー
ジ
ン
グ
装

置
、
⑤
高
圧
ガ
ス
、
⑥
機
体
、
モ
ー
タ
ー
ハ
ウ
ジ
ン
グ
、
断
熱
材
、
⑦
エ
ン

ジ
ン
、
⑧
推
力
ベ
ク
ト
ル
制
御
シ
ス
テ
ム
、
⑨
排
気
ノ
ズ
ル
が
あ
る
。G

A
O

, 
“E

xport C
on

trols: B
etter In

teragen
cy C

oordin
ation

 N
eeded on

 
S

atellite E
xports,” G

A
O

 R
eport to th

e C
h

airm
an

, S
u

bcom
m

ittee 
on

 In
tern

ation
al S

ecu
rity, P

roliferation
, an

d
 F

ed
eral S

ervices, 
C

om
m

ittee on
 G

ov
ern

m
en

ta
l A

ffa
irs, U

.S
. S

en
a

te  (G
A

O
/
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N
S

IA
D

-99-182), S
eptem

ber 1999, p. 6.
（
6
）Sh

irley A
. K

an
, “C

h
in

a: P
ossible M

issile T
ech

n
ology T

ran
sfers 

from
 U

.S
. S

atellite E
xp

ort P
olicy: A

ction
s an

d
 C

h
ron

ology,” 
C

on
gression

al R
esearch

 S
ervice

（
以
下
、CR

S

）R
eport for C

on
gress , 

S
eptem

ber 5, 2001, p. 13.

（
7
）
大
西
康
雄
「
中
国
の
国
防
科
学
技
術
生
産
の
基
盤
」
茅
原
郁
生
（
編
著
）『
中

国
の
核
・
ミ
サ
イ
ル
・
宇
宙
戦
力
』
蒼
々
社
、
二
〇
〇
二
年
、
一
三
七
頁
。

（
8
）
茅
原
郁
夫
「
中
国
の
国
家
像
と
国
防
近
代
化
政
策
」
茅
原
、
前
掲
書
、

一
一
六
頁
。

（
9
）
江
畑
謙
介
「
軍
事
に
お
け
る
革
命
の
進
展
と
中
国
の
対
応
」
茅
原
、
前
掲

書
、
八
一
頁
。

（
10
）
榊
純
一
「
中
国
の
ミ
サ
イ
ル
戦
力
の
現
況
と
展
望
」
茅
原
、
前
掲
書
、

二
七
五
頁
。

（
11
）K

an
, op.cit. , pp. 4–5. 

大
陸
弾
道
ミ
サ
イ
ル
（IC

B
M

）
と
打
ち
上
げ
装

置
（S

L
V

s

）
の
対
比
も
参
照
。Ibid

. , pp. 4 &
 14.

（
12
）M

iles A
. P

om
per, “P

robes of C
h

in
ese M

issile T
ech

n
ology F

ocu
s 

on
 S

atellite E
xport R

u
les,” C

on
gression

al Q
u

arterly W
E

E
K

L
Y

（
以

下
、C

Q
 W

E
E

K
L

Y

）, Ju
ly 11, 1998, pp. 1886–1890.

（
13
）
髙
木
綾
「
米
国
に
お
け
る
両
用
技
術
と
し
て
の
商
用
人
工
衛
星
の
輸
出
規
制

と
中
国
―
安
全
保
障
と
経
済
の
は
ざ
ま
で
」『
二
松
学
舎
大
学
国
際
政
経
論
集
』

第
一
六
号
、
二
〇
一
〇
年
、
二
〇
一
―
二
一
九
頁
。

（
14
）
こ
の
合
意
に
よ
っ
て
、
一
九
八
九
―
九
四
年
の
間
に
九
基
を
超
え
な
い
衛
星

の
打
ち
上
げ
が
認
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
の
後
こ
の
合
意
は
、
九
三
年

二
月
に
衛
星
技
術
の
セ
ー
フ
ガ
ー
ド
に
関
す
る
新
た
な
「
米
中
衛
星
技
術
保
障

の
合
意
」
に
代
替
さ
れ
た
。
九
五
年
三
月
に
は
、「
打
ち
上
げ
に
関
す
る
米
中

二
国
間
合
意
」
に
調
印
し
、
次
の
七
年
間
で
新
た
に
一
一
基
の
衛
星
打
ち
上
げ

を
許
可
し
た
。
但
し
、
西
欧
の
競
合
他
社
よ
り
一
五
％
以
上
安
価
に
な
ら
な
い

こ
と
が
条
件
づ
け
ら
れ
た
。
こ
の
合
意
は
二
〇
〇
一
年
一
二
月
三
一
日
に
失
効

し
、
更
新
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

（
15
）
は
じ
め
は
米
国
だ
け
で
独
占
し
て
い
た
市
場
も
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